
                              大阪よどがわ市民生協 
 

  

 
  最近、ますます悪質・巧妙化する消費者トラブル。２０１０年度の消費生活相談件数は 

８８０，０００件にのぼっています。消費者トラブルは決して他人ごとではありません。 

「私は引っかからないから大丈夫！」と思っているアナタ！悪質業者はそんなアナタを狙っ

ていますよ！ 

  今回は、消費者トラブルについて最近の実態とその対策を学びます。よりかしこい消費者

を目指し、一緒にお勉強してみませんか。 
 
 ■日時  ：２０１２年２月７日（火）１０：００～１１：３０ 

 ■場所  ：とよなか男女共同参画推進センター（豊中すてっぷ）   

 ５階視聴覚室（阪急豊中駅前） 

 ■内容  ：消費者トラブルの実態と対策について 

        豊中市くらしセンターの方にお話いただきます。 

■募集人数：２５名 

■託児  ：有り（１歳以上） 

 

申し込みは１月２０日（金）までに配送で担当者にお渡しください。（ＦＡＸでも受付します。）

参加者多数の場合は抽選。（抽選の場合のみ当落結果を１月２４日よりはがきにてお知らせし

ます。） 

 ■お問い合わせ：大阪よどがわ市民生協 組織部 

  ＴＥＬ：０６－６３１９－５６１９（月～金 ９時～１７時） 

  ＦＡＸ：０６－６３８１－９８４１ 

 

 
                                ＜企画番号 ３１４＞ 

２／７ みがこう！消費者力アップ講座 参加申込書        支所⇒組織部宛 
                             締切：１月２０日（金） 

      お名前           組合員コード          託児 

（         ） ５【        】 （  ）歳 男・女 

（         ） ５【        】 （  ）歳 男・女 

（         ） ５【        】 （  ）歳 男・女 

（         ） ５【        】 （  ）歳 男・女 

 

＊ご記入いただいた個人情報は、今回の企画についてのみ使用します。 

消費者トラブルにあわないためにも、 

ちょっとお勉強してみませんか？ 

きりとり 

地図 

（５から始まる８ケタの数字です。請求明細書をご覧ください。） 


